
第１４ 住民投票運動

常設型の住民投票制度を設けている他市町村の例では、おおむね自由な住民投票運動を認め

ており、禁止行為に対する罰則規定を設けている事例はない。これは、条例における住民投票

運動について原則自由としながらも、買収、脅迫等による住民の自由な意思が拘束されること

や不当に干渉されることについては訓示的な規定により制限するに留め、具体的な規制につい

ては、刑法等の他法に委ねるという整理であると考えられる。

論点整理

１ 住民投票運動の手法

住民投票運動については、事案に対する賛成派、反対派の団体が中心となり、展開される

ことが想定される。

２ 住民が行う住民投票運動についての規制の考え方

 住民投票運動の規制について

選挙における選挙運動及び政治活動については、公職選挙法の規定により広範に規制さ

れている。これは、選挙運動に無制限な自由を認めた場合、選挙が財力、威力、権力等に

よってゆがめられるおそれがあることによる。

一方、条例に基づく住民投票については、公職選挙法の規定が適用されないことから、

住民投票運動が公職選挙法で規制している選挙運動や一定の政治活動にわたらない限り、

基本的には自由に行うことができる。

住民投票は、特定の案件について賛否を問うものであることから、十分な議論及び情報

により、住民に判断される必要がある。そのため、住民投票運動については制限を加えず、

可能な限り自由としている自治体が多い。その上で、公正な住民投票運動が行われるため

に、脅迫、強要及び買収といった住民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるよ

検討内容

１ 住民投票運動の手法

２ 住民が行う住民投票運動についての規制の考え方

【想定される手法】

街頭演説会、シンポジウム等の開催

ビラ、パンフレット等の頒布

ポスター、立看板等の掲示

連呼行為、自動車を利用した宣伝

電話、ダイレクトメール、インターネット等による運動

新聞紙、雑誌、テレビ、ラジオ等への宣伝広告



うな行為については制限されるべきとしている。

また、住民投票運動を条例により広範に規制した場合、具体的な違反事実の認定や取締

りが困難であると想定される。そのため、条例では、訓示的な規定のように最低限の規制

に留めるのが現実的であると考えられる。

 罰則規定について

条例上の義務違反があった場合、その違反者に対して相当の行政罰を加えるために罰則

規定を設定することは、理論上可能である。しかし、現時点において、常設型住民投票条

例において、罰則規定を設けている他市町村の事例はない。

脅迫、強要などについては刑法の適用を受けることから、条例で更に禁止規定を設ける

場合は、刑法が定めている行為とは別途の禁止行為を定める必要があるものと考えられ

る。

仮に、罰則規定を設定する場合については、義務違反があったらすぐに罰を科すること

とするのか、それとも、指示及び命令を行い命令に違反したことに対する罰則とするのか、

義務付けまでの規定とし、義務違反に対する罰則の規定を設けないこととするのかといっ

た具体的な検討が必要となる。

○ 住民投票条例が法的拘束力のない諮問型であることから、罰則を科するに相当する義務

違反とはいえない。

○ 住民投票運動における禁止行為の抑制については、罰則を設定し、違反の抑止力とすべ

き。

○ 罰則を設定するためには、犯罪の構成要件が客観的に明確である必要があるが、構成要

件の整理が困難である。

○ 買収や脅迫など市民の自由な意思が拘束されたり、不当に干渉されたりすることがない

よう、訓示的規定を設けるに留める。

○ 罰則については、他法（刑法等）に委ねる。

条例で定めることができる行政罰の種類（地方自治法第１４条）

行政刑罰

懲役・禁錮（１月以上２年以下）

罰金（１万円以上１００万円以下）

拘留（１日以上３０日未満）

科料（１千円以上１万円未満）

没収

秩序罰

過料（５万円以下）



参考資料

○ １４－１ 住民投票運動についての他市町村規定例

刑法（明治４０年法律第４５号）（抄）

（脅迫）

第２２２条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、

２年以下の懲役又は３０万円以下の罰金に処する。

２ 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、

前項と同様とする。

（強要）

第２２３条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は

暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲

役に処する。

２ 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務の

ないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

３ 前２項の罪の未遂は、罰する。



住民投票運動についての他市町村規定例

○ 高浜市住民投票条例（平成１４年条例第３３号）（抄）

（投票運動）

第２２条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等市民の自由な意

思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。

○ 富士見市民投票条例（平成１４年条例第２９号）（抄）

（投票運動）

第１９条 市民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、強迫等市民の自由な意

思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。

○ 我孫子市市民投票条例（平成１６年条例第９号）（抄）

（投票運動）

第１０条 市民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等投票資格者の自

由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。

○ 坂戸市住民投票条例（平成１６年条例第１１号）（抄）

（投票運動）

第１７条 住民投票に関する運動は、買収、供応、脅迫等により市民の自由な意思が拘束され、

若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。

○ 広島市住民投票条例（平成１５年条例第２号）（抄）

（市民、市議会及び市長の責務）

第３条 市民、市議会及び市長は、住民投票の制度が市民の福祉の向上に資するものとして健

全に機能するよう努めなければならない。

参考資料１４－１



○ 川崎市住民投票条例（平成２０年条例第２６号）（抄）

（住民投票運動）

第１４条 第１７条に規定する投票管理者及び第２４条に規定する開票管理者は、在職中、そ

の関係区域内において、付議事項に対し賛成又は反対の投票をし、又はしないよう勧誘する

行為（以下「住民投票運動」という。）をすることができない。

２ 第２１条第２項に規定する不在者投票を管理する者は、不在者投票に関し、その者の業務

上の地位を利用して住民投票運動をすることができない。

３ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条の２の規定により市長の権限に属する

住民投票の事務の一部を委任された市選挙管理委員会及び区選挙管理委員会の委員及び職員

は、在職中、住民投票運動をすることができない。

４ 第１２条第２項前段の規定による告示の日から当該告示に係る住民投票の期日までの期間

に、本市の区域内で行われる選挙の期日の公示又は告示の日から当該公示又は告示に係る選

挙の期日までの期間が重複するときは、当該選挙が行われる区域内において、当該重複する

期間、当該住民投票に係る住民投票運動をすることができない。ただし、当該選挙の公職の

候補者（候補者届出政党（公職選挙法第８６条第１項又は第８項の規定による届出をした政

党その他の政治団体をいう。）、衆議院名簿届出政党等（同法第８６条の２第１項の規定によ

る届出をした政党その他の政治団体をいう。）又は参議院名簿届出政党等（同法第８６条の３

第１項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。）を含む。）がする選挙運動（同

法第１３章の規定に違反するものを除く。）又は同法第１４章の３の規定により政治活動を行

うことができる政党その他の政治団体が行う政治活動（同章の規定に違反するものを除く。）

が、住民投票運動にわたることを妨げるものではない。

５ 住民投票運動をするに当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。

 買収、脅迫その他不正の手段により住民の自由な意思を拘束し、又は干渉する行為

 市民の平穏な生活環境を侵害する行為

 公職選挙法その他の選挙関連法令の規制に反する行為


